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平成27年度三重県一般会計補正予算（第2号）について

1 会計別除：括表 （樹立：千円）

区 分 補正前の額 補正額 補正後の予算額

一般会計 80 596 816 5, 446, 900 86 043 716 
－・凶国圃回‘.~~ ~恒輔脚側同開－·晶司ー田司 －ーーーー－－－－－－－－－－ー僻ー噌柑静『ー骨明・F 回開ーー－ －・・・ーーー開骨司ーーーー

！土 木費 75, 555, 216 5 446 900 81, 002, 116 
ー－－－－－－－－－－－－ーー圃－－ -－ー -－個師岨 h 姐拘肺『舗叫凶勘’・ーー『慣”－－－ ーーーーー－－－－－－－－－－－－－ーーーー

［ 災害復旧費 5, 041, 600 5, 041, 600 

特別会計 14, 345, 719 一 14, 345, 719 
－－－－－－－－－－－－－ーー・－－』・－－圃剖齢信曲、・－齢制国酬ー・ M h 旬－－ －－－－－－圃圃司－－－ーー”．向”－ －ー 『－－－－－－－－－－・，ーーーーーーーーー回ー凶凶』・－ .也岨』．‘・．凶蝿蝿ー・・・．．‘・ 4・・・・・－ -

！ 港湾割謂謬時別会計 160, 682 160, 682 
ーーーー・ M 輔M ・帽伺 F 曹司匹司－－ー司ーー －－－－－－－ーーーーー目ーーー－ --－』・－ー幽晶．開 M・．拠棋鴨胴．，．．．帽・・．”・E 司F 司

； 流域下水道事業特別会計 14, 185, 037 14, 185, 037 

l口" 計 94, 942, 535 5, 446, 900 100, 389, 435 

ノ

2＇事朝日総括表 （単位置千円）

区 分 補正前の額 補正額 補正後の予算額

一般会計 24, 463, 353 24, 463, 353 

国補公共事業 下水道特会 5, 880, 421 5『 880,421 

i口" 言十 30, 343, 774 30, 343, 774 

直轄事業 一般会計 16, 426, 291 16, 426, 291 

一般会計 19, 069, 572 5 446 900 24, 516, 472 

県単公共事業 下水道特会 143, 310 
.• 

メ口〉、 言十 19, 212, 882 5, 446, 900 24, 659, 782 

災害復旧事業 一般会計 5, 041, 600 5, 041, 600 

一般会計 15, 596, 000 15, 596, 000 

港湾特会 160, 682 160 682 
そ の他事業

8, 161, 306 下水道特会 8, 161, 306 

メ口ミ、 言十 23 917 988 23吠917988 

一般会計 80 596 816 5, 446, 900 86, 043, 716 

滋湾特会 160, 682 160, 682 
ぷ口〉、

下水道特会 14, 185, 037 14, 185, 037 
寸、

メ口ミ寸 計 94, 942, 535 5, 446, 900 lOQ, 389, 435 
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3 目的別警備内容

来春の伊勢志摩サミットの開催に備えるため次の文様を実施します。

住な整備内容）

対象者 目的 整脚操
目標とする

主な整備内容
機能・性能

走行J生の確保及

－関係会場周辺債 E階動時間¢短 舗装翻首

島等） 縮

サミット
・主要交通結節点J毒 危険物設置可能

河床劉薦、河JI［除草
① 

要人・
の確実な

辺 性の排除
関係者 ・上記を連絡する道

実施 －照明灯鼓置備怯J
路（複掛 －監視カメラ設置（撤
－上記適洛に隣接す 警備上の視認性

卦
る削If等 確保

－防韻瓶更新日ード
パイプへの転掛

－関係会場周辺国 わかりやすい案
指翫受託標識の設置

際メディアセンタ 内表示
三重の好 一等）

② 来訪者 印象の発 －主要交通結節点周 －港湾区楠藍歩道等の

信 辺 美しい風景の確
景観樹首

－上記を連絡する道 イ呆
－沈廃船の撤去

路 （複掛等 －景勝地における伐木
ー橋梁の再塗装

③ 
地域住 生活への 交通規市l等に伴うー 地域住民の安全
民 影響低減 般車両の迂回路等 確保

歩道割蔚

4 事期リ予購買

3の事業目的を達成するため次のとおり事業別予算を計上しています。

道路事業 48億3, 9 9 0万円

河川・砂防事業 1-0意6, 9 0 0万円

海岸事業 4, 2 0 0万円

掛湾事業 3億6, 3 0 0万円

都市計直庫業 3, 3 0 0万円

・司砂
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目的別整備概要一覧表

（単位百万円）

整 （蒲 相E 要

目的 1 サミットの確実な実施【対象者ー要人E関係者］

目標とする機能や性能：ア）走行性の確保及び移動時間の短縮、イ）危険物設置可能性の排除、ウ）警備上の視認性確保

整 備 内 t旬. 整 備箇所
市町別事業費

事業費計
伊勢市 鳥羽市 志摩市 その他

舗装整備 必ヒ

河床整備、河川除草
国道167号他12路線

照明灯設置（撤去）
監視カメラ設置（撤去）

前川他1;or J 11 
436.5 1,617β 1,652.4 26.0 3,731.9 

防護柵更新（ガードパイプへの転換）
賢島港 他3）巷

港湾施設修繕
鳥羽港海岸他2海岸

海岸施設修繕 他

目的 2：三重の好印象の発信【対象者国内外からの来訪者］

ιο 目標とする機能や性能 ア）わかりやすい案内表示、イ）美しい風景の確保

整 ｛蔚 内 同全ヨ守r、 整備箇所
市町別事業費

事業費計
伊勢市 鳥羽市 志摩市 その他

案内標識設置（英語表記）
港湾区域遊歩道等の景観整備 鳥羽阿児線他12路線
沈廃/,J'dの撤去 鳥羽港他2）巷 503.5 23.0 531.0 27.0 1,084.5 
景勝地における伐木 浜島港海岸
橋梁の再塗装 他

旦的 3 交通規豊I］や交通量の増加等による生活への影響低減［対象者也域住民］

目標とする機能や性能 地域住民の安全確保

整 備 内 廿雨 明 整備笛所
市町別事業費

事業費計
伊勢市 鳥羽市 志摩市 その他

歩道整備
交通安全施設補修 鳥羽磯部線他6路線 85.0 40.0 505.5 。 630.5 
迂回路整備他

合計 1,025.0 1,680.0 2,688司自 53.0 5,446同日



事業別整備概要一覧表

（単位百万円）

伊勢市 鳥羽市 志摩市 その他 合計

事業名 整備概要
路河川数等 実施箇所数 事業費 路河川l数等 実施置所数 事業費 路河川数等 実施箇所数 事業費 搭河川数等 実施箇所数 事業費 路；可Ill数等 実施箇所数 事業費

舗装整備工事
案内標識設置工事
ガードパイプ設置工事 3主1

道路事業 照明灯設置工事 10路線 32箇所 997.0 7路線 29箇所 1,357.0 12路線 50箇所 2,432.9 4路線 8箇所 53.0 21路線 119箇所 4,839.9 
区画線設置工事 ' 
監視カメラ設置工事

橋梁再塗装工事

河床整備工事
1 ）可Jll 。Z淀川

、河JI！・砂防事業 河JI!除草工事 。 。 。1)可HI 1箇所 94.0 2箇所 75.0 。 。 3箇所 169.0 
急傾斜施設修繕工事

1急傾斜 1 1急傾斜

護岸他海岸施設修繕工事
海岸事業 照明灯設置工事 。 。 。1海岸 5笛所 1.0 2海岸 3筒所 41.0 。 。 。3海岸 B箇所 42.0 

遊歩道修繕及び景観整備工事

港湾施設修繕工事

港湾事業
港湾管理道路修繕工事 。 。 。1港湾 1箇所 223.0 3港湾 9箇所 140.0 。 。 。4港湾 10箇所 363.0 
沈廃船撤去工事
ゴミ除去工事

都市計商事業 ガードパイプ設置工事
2路線 2笛所一 28.0 1港湾 1箇所 5.0 。 。 。。 。 。手路線

3箇所 33.0 
（街路H港湾） 景観整備工事 1港湾

内

言十 34箇所 1,025.0 計 37箇所 1,680.0 百十 64笛所 2688.9 言十 8箇所 53.0 合計 143箇所 5 446.9 

注1）同一路線が複数の市町に跨る場合、合計欄の路線数は1として計上する。





I 
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第2-3号様式（条例第6条第4項関係）
交付決定実績読書（5億円以よ、変更分）

（部局名県土整備部）（単位‘千円）

番号 補助金等の名称
補助事業者の氏名

事業内容
交付決定額

変更の内容及び理由 課（室）名 備考
及び住所 変更前 変更後

連続立体交差事 近畿日本鉄道株 近鉄川原町駅付 357,503 679,817 鉄道高架化の事業促進のた 都市政策
(26 5) 業負担金 式会社 近連続立体交差 め、事業費を増額したもので E果

（平成26年度） 大阪市天王寺区 事業による鉄道施 ある。
上本町6丁目1番 設高架化等の都
55号 市計画事業に要す

る経費の一部を負
担する。

『斗

県土整備部 1



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名県土整備部）（単位：千円）

番号 補助金等の名称、 補助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考
住所

広域河JI！改修費負 近畿日本鉄道株式会 407,983 （根拠） 河Jll諜
担金 キ土 ニ級河川三滝川鉄道橋E道路橋緊急対策事業にか

（平成25年度） 大阪市天王寺区上本 かる協定書
田T6丁目1番目号 （公益性）

二級河川三滝川のネック点が原因となる洪水から累
民の生命匝財産を守る事業であり、公益性を有する。
｝（必要性）
洪水から県民の生命掴財産を守るため、近鉄橋梁の
改築が必要となる。
（効果）
近鉄橋梁付近の拡幅による治水安全度の向上に向
けて、事業進捗が図れた。
（交付基準等の妥当性）
ネック点、解消に伴う鉄道橋架け替えのため鉄道事
業者へ負担するものであり、他の方法は見当たらな

。。 い。

ハノ

県土整備部 3



第3 3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

（部局名県土整備部〕（単位向千円）

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 諜（室）名 備考
住所

27 1 下水道普及半ジャン 津市 72,711 （根拠） 下水道課
プアップ事業補助金 津市殿村5番地 県土整備部関係補助金等交付要綱

（公益性）
川や海などの公共用水域、伊勢湾などの閉鎖性

水域の水質汚濁防止を行い、生活排水処理対策を
推進することを目的としたこの補助金は、ナショナ
jレ”ミニマムの理由により公益性を有する。
（必要性）
公共下水道の緊急かつ計画的な整備を促進する

ため、平成12年度までに市町村が単独で行った事
業にかかる地方債の元利償還額に対して、負担軽
i成を図る必要がある。
（効果）
津市が行う汚水排除を目的とした公共下水道事業

に対して、県費補助を行うことにより、下水道普及率

に。 を16.7%（平成7年度末）から29.6%（平成12年度末）
することができた。

（交付基準等の妥当性）
市町の財政負担の軽減を図るため最も効果的な

支援方法である。なお、新規の採択は終了してお
り、今年度中に当該補助制度を廃止する予定であ
る。

県土整備部 4



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果読書

（部局名県土整備部）（単位：干向）

番号 補助金警の名称
補助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（嚢）名 備考
住所

27-2 下水道普及率ジャン 四日市市 87,537 
（根県拠土）整備部関係補助金等交付要綱

下水道課
プアップ事業補助金 四日市市諏訪町1番5

号 （公設性）
JI!や海などの公共用水域、伊勢湾などの閉鎖性

水域の水質汚濁防的止とをした行こいの、生活排水処理対策を
推進することを目 補助金は、ナショナ
ルzミニマムの理由により公益性を有する。
（必要性）
公共下水道の緊急かつ計国的な整備を促進する

ため、平成12年度までに市町村が単独で行った事
業にかかる地方債の元利償還額に対して、負担軽

_) 
J戒を図る必要があるo

（効果）
四日市市が行う汚水排除を巨的とした公共下水道

事業に対して、県費補助を行うことにより、下水道普

一戸。

及率を38.6%（平成7年度末）から53.6%（平成12年
度末）にすることができた。
（交付基準等の妥当性）
市町の財政負担の軽減を図るため最も効果的な

支援方法である。なお、新規の採択i止はす終る了予してお
り、今年度中に当該補助制度を廃 予定であ
る。

県土整備部 5
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第3-3号様式（条例第7条関係）

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏名及び

当初交付決定額
住所

27-3 下水道普及率ジャン 松阪市
プアップ事業補助金 松阪市殿町1340番地1

補助金等評価結果調書

（部局名県土整備昔日）（単位：千円）

交付実績額 評価結果 課（室）名 備考

94,285 （根拠） 下水道諜
県土整備部額係補助金等交付要綱

（公益性）
JI！や海などの公共用水域、伊勢湾などの閉鎖性

水域の水質汚濁防止を行い、生活排水処理対策を
推進することを目的としたこの補助金は、ナショナ
jレ・ミニマムの理由により公益性を有する。
（必婆性）
公共下水道の緊急かつ計画的な整備を促進する

ため、平成12年度までに市町村が単独で‘行った事
業にかかる地方債の元利償還額に対して、負担軽
i成を図る必要がある。
（効果）
松阪市が行う汚水排除を目的とした公共下水道事

業に対して、県費補助を行うことにより、下水道普及
率をog也（平成7年度末）から12.8%（平成12年度末）
にすることができた。
（交付基準等の妥当性）
市町の財政負担の軽減を図るため最も効果的な

支援方法である。なお、新規の採択は終了してお
り、今年度中に当該補助帝lj度を廃止する予定であ
る。

県土整備部 6



第3--3号様式（条例第7条関係）

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏名及び 当初交付決定額
住所

25 5 連続立体交差事業 近畿日本鉄道株式会 558,267 

負担金 キ土
（平成25年度） 大阪市天王寺区上本

町6丁目1番55号

ト~

b。

ハ一、

補助金等評価結果調書
（部局名岡県土整備部）（単位．千円）

交付実績額 評価結果 課（室）名

766,129 （根拠） 都市政策課
「都市における道路と鉄道との連続立体交差化に

関する要綱」及び「同細目要綱JIこ基づく近鉄との協
定書
（公益性）
健全かつ機能的な都市形成を目的とした都市計画

道路等の整備に対する補助であることから公共性を
有している。
（必要性）
連続立体交差事業による鉄道施設高架化で踏切

除去を行うことにより、交通円滑化と踏切事故の解
i肖を図る必要がある。

f効連果続）立
体交差化に向け仮線工事と高架部の事業

進捗が図れた。
（交付基準等の妥当性）
連続立体交差事業による鉄道施設高架化で踏切

除去を行うことにより、交通円滑化と踏切事故が解
治される受益に対して負担するものであり、他の方
法！ま見当たらない。

県土整備部 7

備考



第3-3号様式（条例第7条関係）
補助金等評価結果調書

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏名及び 当初交付決定額 交付実績額 評価結果 課（室）名 備考住所

（部局名県土整備部）（単位田千円）

26-4 土地区画整理事業 鈴鹿市白江土地区画 80,737 （根拠） 都市政策課
補助金 整理組合 県土整備部関係補助金等交付要綱

鈴鹿市南江島町19-26 （公益性）
都市基盤の整備が不十分な地区における健全な

市街地整備に寄与しており、公共性を有する。
μ必要性）
無秩序な市街化を防止し、良好な居住環境を有す

る市街地の計画的な整備のため必要である。
（効果）
都市計画道路の整備、支障家屋移転等が行われ

た。
（交付基準等の妥当性）
土地区画整理組合等が施行する土地区画整理事

業について、補助金の交付を行い、健全で機能的な
都市形成の促進を図ることが最も有効な方法であ
る。ト4
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